
［ 特集 ］救急医療の仕組みと課題
　
救
急
医
療
と
は
、
思
い
が
け
ず
突
然
に
発
生
す
る
病
気
や
け

が
な
ど
の
患
者
さ
ん
に
対
す
る
診
療
を
目
的
と
し
た
医
療
体
制

で
す
。
救
急
医
療
の
中
に
は
、
一
般
市
民
が
行
う
応
急
手
当
や

救
急
蘇
生
法
、
救
急
隊
員
が
行
う
救
急
処
置
お
よ
び
救
急
搬
送
、

医
師
・
看
護
師
等
医
療
者
に
よ
る
診
療
な
ど
が
該
当
し
ま
す
。

　
消
防
庁
の
ま
と
め
に
よ
る
と
令
和
4
年
度
全
国
の
心
肺
停
止

患
者
搬
送
数
は
約
14
万
人
で
す
。
こ
の
う
ち
約
3
万
人
が
急
性

発
症
の
心
臓
病
が
心
停
止
の
原
因
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い

ま
す
。
こ
の
中
で
一
次
救
命
処
置
（
主
に
市
民
に
よ
っ
て
現
場

に
て
行
わ
れ
る
救
命
処
置
）
が
行
わ
れ
た
方
の
1
ヶ
月
生
存
率

は
12
・
8
%
、
行
わ
れ
な
い
場
合
は
6
・
6
％
と
開
き
が
あ
り

ま
す
。
つ
ま
り
、
そ
の
場
に
い
た
人
に
よ
っ
て
救
命
処
置
が
迅

速
に
行
わ
れ
る
こ
と
は
救
命
の
た
め
に
非
常
に
重
要
で
あ
る
と

い
う
こ
と
で
す
。

　
ま
た
、
令
和
6
年
元
日
に
発
生
し
た
能
登
半
島
地
震
に
対
す

る
医
療
活
動
は
現
在
も
形
を
変
え
な
が
ら
続
け
ら
れ
て
い
ま
す

が
、
こ
の
よ
う
な
災
害
医
療
も
救
急
医
療
の
一
分
野
で
す
。
災

害
時
に
は
、
自
分
や
家
族
の
命
を
守
る
「
自
助
」
、
警
察
や
消

防
に
よ
る
救
助
活
動
及
び
病
院
で
の
診
療
に
相
当
す
る
「
公

助
」
、
市
民
同
士
が
他
者
と
協
力
し
て
助

け
合
う
「
共
助
」
が
あ
り
、
災
害
医
療
活

動
に
も
市
民
の
力
が
必
要
と
さ
れ
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
考
え
ま
す
と
、
救
急
医
療

は
市
民
と
医
療
者
が
相
互
に
協
力
し
あ
っ

て
成
り
立
つ
医
療
分
野
と
言
え
そ
う
で
す
。

　

救
急
病
院
は
前
述
の
よ
う
に
突
然
発
生
し
た
病
気
や
け
が

等
の
患
者
さ
ん
に
対
応
す
る
病
院
で
あ
る
た
め
、
患
者
さ
ん

の
症
状
は
多
岐
に
わ
た
り
、
重
症
度
も
様
々
で
す
。
そ
の
た

め
救
急
病
院
は
、
そ
の
規
模
に
よ
り
役
割
が
異
な
り
、
表
①

の
よ
う
に
3
種
類
に
区
別
さ
れ
ま
す
。

　
救
急
外
来
で
は
診
察
ま

で
の
過
程
が
一
般
外
来
と

は
異
な
る
の
も
一
つ
の
特

徴
で
す
。
比
較
的
重
症
な

患
者
さ
ん
を
対
象
と
し
ま

す
の
で
、
診
察
を
待
っ
て

い
る
間
に
容
態
が
急
変
す

る
心
配
が
あ
り
ま
す
。
そ

の
た
め
、
バ
イ
タ
ル
サ
イ

ン
と
呼
ば
れ
る
主
に
呼
吸

や
循
環
の
指
標
や
症
状
・

経
過
な
ど
を
参
考
に
重
症

度
の
判
断
を
行
い
、
診
察

の
優
先
順
位
付
け
を
行

い
ま
す
。
こ
れ
を「
ト
リ

ア
ー
ジ
」と
言
い
ま
す
。

つ
ま
り
、
救
急
外
来
で
は

必
ず
し
も
受
付
順
に
診
察

を
行
う
わ
け
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。

一次救急病院

二次救急病院

三次救急病院

・軽症患者さんの外来診療を行う
・かかりつけ医が相当

・手術や入院が必要な患者さんに対し、救急医療を提供する
・地域医療支援病院が相当

・目的）重症及び複数の診療科領域にわたる重篤な患者さんを、
　原則として24時間体制で受け入れる
・救命救急センターが相当

【表①　救急病院の区分】

救
急
医
療
と
は

救
急
病
院
の
役
割
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救
急
受
診
患
者
数
の
動
向

　全国的に救急搬送者数および救急外来受診者数は増加傾向にあり、医療機関にお
ける救急応需率低下が深刻な問題となっています。病院として望ましい姿勢は、す
べての患者さんを受け入れることかもしれませんが、実際のところ多くの病院で多
数の救急患者さんを受け入れることは困難な状況です。人手不足はもとより、
2024年4月から施行される医師の働き方改革により「連続勤務時間制限」や「勤
務間インターバルの確保」が求められ、特に夜間・休日の救急医療の運営には一層
の難しさを感じます。この度、日本救急医学会は政府に対し提言を示し、地域救急
医療体制の充実を要求するとともに、国民の皆様に「救急医療資源は有限である」
ことへの理解を求めています。
　緊急性がなくとも、その利便性から救急車を呼ぶ、平日日中に仕事を休めない等
の理由から救急外来を夜間・休日に受診されることも多く見られます。救急車によ
って搬送された患者さんの45.6％が軽症であるという事実からも、救急安心セン
ター(＃7119)などを活用し、救急車の適正利用を市民の皆様にご理解いただき、
また、夜間休日の受診についても可能な限り平日日中に受診し、夜間緊急時の救急
医療体制確保にご協力をいただきたいと思います。救急医療は限りある社会資源で
あるということを、改めて市民の皆さまと共有したいと思います。

救
急
医
療
体
制

　
岡
谷
市
民
病
院
は
二
次
救
急
医
療
機
関
に

相
当
し
、
地
域
で
発
生
す
る
救
急
患
者
さ
ん

の
初
期
治
療
と
応
急
処
置
を
実
施
し
、
必
要

に
応
じ
入
院
加
療
を
行
い
ま
す
。

　
当
院
の
救
急
外
来
は
、
医
師
1
名
、
看
護

師
2
名
（
休
日
昼
は
4
名
）
で
担
当
い
た
し

ま
す
。
救
急
車
で
搬
送
さ
れ
た
患
者
さ
ん
の

た
め
の
ベ
ッ
ド
は
2
床
あ
り
、
同
時
に
2
台

の
搬
送
ま
で
対
応
で
き
ま
す
。

　
救
急
外
来
で
は
、
来
院
さ
れ
ま
す
と
看
護

師
に
よ
っ
て
「
ト
リ
ア
ー
ジ
」
が
行
わ
れ
、

優
先
順
位
に
従
っ
て
診
察
と
な
り
ま
す
。

　
受
診
の
際
は
、
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

　

2
0
2
0
年
よ
り
流
行
し
た
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
ィ
ル
ス
感
染
症
は
、
ワ
ク
チ
ン
普
及
の
効

果
も
あ
り
、
流
行
以
前
同
等
の
社
会
生
活
に

戻
り
ま
し
た
。

　

こ
こ
数
年
は
救
急
外
来
の
受
診
患
者
数
、

救
急
搬
送
件
数
も
新
型
コ

ロ
ナ
の
流
行
状
況
に
合
わ

せ
て
変
動
し
て
い
ま
す
。

表
②
の
通
り
、
流
行
前
の

令
和
元
年
12
月
と
比
較
し

て
、
流
行
期
で
あ
る
令
和

2
年
12
月
は
「
受
診
控

え
」
の
影
響
で
外
来
受
診

者
数
及
び
救
急
搬
送
患
件

数
と
も
に
減
少
し
ま
し
た
。

そ
れ
と
比
較
し
て
5
類
引

き
下
げ
後
の
令
和
5
年
12

月
は
受
診
者
数
お
よ
び
救

急
搬
送
件
数
は
い
ず
れ
も

流
行
前
と
同
等
に
な
っ
て

い
ま
す
。

　

冒
頭
で
申
し
上
げ
ま
し
た
よ
う
に
、
救
急
医
療
は

市
民
と
病
院
の
協
力
で
成
り
立
ち
ま
す
。
患
者
さ
ん

を
救
う
こ
と
も
、
災
害
で
互
い
に
助
け
合
う
こ
と
も
、

そ
し
て
患
者
さ
ん
も
医
療
者
も
困
ら
な
い
救
急
医
療

体
制
を
構
築
す
る
こ
と
も
。
双
方
の
協
力
で
持
続
可

能
な
地
域
救
急
医
療
体
制
を
築
い
て
参
り
ま
し
ょ
う
。

岡
谷
市
民
病
院
で
は
？

救急車の適正利用にご理解を!!
救急医療資源は有限です

全国的な
救急医療の
課題

【表②　各年度12月の患者数推移（単位 人)】
令和元年度 令和2年度 令和5年度

 救急搬送者数 141 100 160
 総患者数 708 353 533
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